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１【提出理由】

　当社は、平成30年３月２日開催の当社取締役会において、子会社を設立することを決議いたしました。

 当該子会社は当社の特定子会社となりますので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内

閣府令第19条第２項第３号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

①　名称　　　　：Fumakilla Myanmar Limited（フマキラーミャンマー）

②　住所　　　　：Lot No. D-1+D-2, Thilawa Special Economic Zone Class A, Yangon Region,

                 the Republic of the Union of Myanmar

③　代表者の氏名：代表取締役社長　　下中 正博

④　資本金　　　：約6,300,000米ドル（約7億円、１ドル＝110円）

⑤　事業の内容　：殺虫剤の製造販売事業

 

(2）当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に

対する割合

①　当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前：－

異動後：約6,300,000米ドル（うち間接所有分 約900,900米ドル）

 

②　総株主等の議決権に対する割合

異動前：－

異動後：100.0％（うち間接所有分 14.3％）

 (注）「当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数」は当社と当社の子会社の合算した出資額を、「総株主

等の議決権に対する割合」は当社と当社の子会社の合算した出資比率をそれぞれ記載しております。

 

(3）当該異動の理由及びその年月日

①　異動の理由　：当社は、ミャンマーにおける当社グループの事業拡大を図るために、ミャンマー国内において殺

虫剤を製造販売できる体制を構築する必要があると判断し、当該子会社を設立することを決議い

たしました。当該子会社の設立にあたり、当該子会社の資本金の額が当社の資本金の額の100分

の10以上に相当し、同社は当社の特定子会社に該当する予定であります。

②　異動の年月日：設立 平成30年３月下旬～４月中旬（予定）
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